
川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱 

令和７年４月１５日  

 川島町告示第４３号  

 （目的） 

第１条 この告示は、川島町空家等対策計画に基づき、町内に所在する空き家

等を解消しようとする個人に対し補助金を交付することにより、空き家の利

活用及び適正な維持管理を促し、もって町民の安全・安心の確保につなげる

ことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 空き家等 原則として町内に所在する一戸建ての住宅又は併用住宅（長

屋及び共同住宅を除く）のうち、建物の床面積の過半が住宅として使用さ

れていたもので、概ね年間を通して使用実績がない等長期にわたって居住

その他の使用がなされていない状態にあるものをいう。 

 (2) 所有者等 次のいずれかに該当する個人をいう。ただし、公簿上の所有

者が死亡している場合は、原則としてその法定相続人又は相続人全員の同

意を得て空き家の利活用や維持管理を行う親族及び関係者をいう。 

 ア 空き家等の公簿上の所有者 

 イ 空き家等が所在する土地の公簿上の所有者 

(3) 敷地全体 空き家等と一体的な利用に供されている土地 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、空

き家等の利活用又は適正な維持管理を目的に所有者等が実施する次の各号

に掲げるものとする。 

 (1) 建物状況調査 既存住宅状況調査方法基準（平成２９年国土交通省告示

第８２号）に沿って同基準に規定する既存住宅状況調査技術者が行う調査 

 (2) 手続き・相談 空き家等の相続開始日以降、不動産登記法（平成１６年

法律第１２３号）の規定による所有権移転の登記を行い、売買等の利活用

を行う事業及びそのために実施する弁護士又は司法書士等への相談 



 (3) 家財整理 所有者等が空き家等に在中する家財道具等の処分等を行う

際に要する一般廃棄物処理、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業

者に委託する家財道具等の処分又は業者に委託して実施する家財道具等

の整理作業 

(4) 賃貸改修 空き家等を賃貸の用に供する住宅とするための改修等 

 (5) 解体 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる

土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許

可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１

２年法律第１０４号）第２１条第１項の規定による登録を受けた者が行う

管理不全の空き家等及び当該空き家等と一体的な利用に供される建築物

等を解体し、敷地全体を更地にする工事 

２ 前項第３号、第４号及び第５号においては、交付決定前に契約締結又は工

事着手した事業は交付の対象としない。 

３ 第１項第４号は、改修後の住宅が関係法令等の基準に不適合の場合は対象

としない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認めるものは交付の対象

としない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる所有者等（以下「補助対象者」と

いう。）は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。 

 (1) 所有者及びその者が属する世帯全員が、町税を滞納していないこと。 

 (2) 所有者又はその者が属する世帯全員が本要綱に規定する補助金の交付

を受けていないこと。 

 (3) 川島町暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第１号に規定す

る暴力団の構成員等でないこと。 

（補助対象空き家） 

第５条 補助の対象となる空き家等は、町内に所在する空き家等のうち、次の

各号の要件をすべて満たすものとする。 

(1) 第３条第１項各号に掲げる補助事業を実施するにあたり、原則として法

定相続人又は相続人全員の同意を得ているもの 



(2) 所有権以外の権利が設定されていないもの 

 (3) 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第

２２条に掲げる勧告を受けていないもの 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助事業が完了する日が属する年度の町の予算の範囲

内において、別表第１の補助事業区分欄に掲げる区分ごとに、同表補助率欄

に掲げる率を乗じて得た額とし、同表補助金限度額欄に掲げる額を上限とす

る。この場合において、当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てる。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付申請をしようとする者は、第３条に掲げる補助事業に該

当するか否かについて、事前に町と協議を行わなければならない。過去に当

該物件について協議を行ったことがある場合も同様とする。 

２ 補助金の交付申請にあたっては、川島町空き家等解消促進事業補助金交付

申請書（様式第１号）に、川島町空き家等解消促進事業実施計画書（様式第

２号。以下「実施計画書」という。）及び別表第２の添付書類欄に掲げる書

類を添えて町長に提出しなければならない。 

３ 補助対象者は、異なる補助事業を同時に申請することができる。ただし、

いずれの補助事業も交付回数は１回を限度とする。 

（交付決定等） 

第８条 町長は、前条第２項に規定する申請書の提出があった場合は、その内

容を審査し、補助金を交付することを決定したときは川島町空き家等解消促

進事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知し、交付し

ないことを決定したときは川島町空き家等解消促進事業補助金不交付決定

通知書（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更承認申請等） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、事業費用に変更が生じ、補助交付額にも変更が生じるときは、

川島町空き家等解消促進事業補助金変更承認申請書（様式第５号）に、別表

第２に掲げる書類のうち必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受



けなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する変更申請書の提出があった場合は、その内容を審

査し、承認を決定したときは、川島町空き家等解消促進事業補助金変更承認

通知書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものとする。 

３ 交付決定者は、当該申請に係る事業を取りやめるときは、川島町空き家等

解消促進事業中止届（様式第７号）を速やかに町長に提出しなければならな

い。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、事業が完了したときは、川島町空き家等解消促進事

業補助金実績報告書（様式第８号）に、別表第３の添付書類欄に掲げる書類

を添えて、事業完了後１か月以内に町長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 町長は、前条に規定する報告書を受理した場合は、その内容を審査

し、当該実績報告が適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、川島

町空き家等解消等促進事業補助金交付額確定通知書（様式第９号）により、

交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１２条 町長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、補助金を交付す

るものとし、交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、川島町

空き家等解消促進事業補助金交付請求書（様式第１０号）を町長に提出しな

ければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。 

(3) この告示の規定に違反したとき。 

２ 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、川島町空き家等解消等

促進事業補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により、交付決定者に

通知するものとする。 



 （補助金の返還） 

第１４条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消

しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその

返還を命じるものとする。 

 （補助事業完了後の状況報告等） 

第１５条 交付決定者は、補助事業の完了の日から５年の間に町長から当該事

業に関する報告を求められたときは、これに応じなければならない。 

２ 交付決定者は、補助事業の完了の日から５年の間に記載している内容を変

更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ町長と協議して同

意を得なければならない。 

（書類の整備等） 

第１６条 交付決定者は、補助対象経費に係る帳簿及び証拠書類を整備保管し

ておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、交付決定通知日及び変更承認通知日の属する

年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

  



別表第１（第６条関係） 

補助事業区分 補助率 補助金限度額 

建物状況調査 ３分の２以内 ５万円 

手続き・相談 ３分の２以内 ２０万円 

家財整理 ３分の２以内 ２５万円 

賃貸改修 ３分の２以内 ５０万円 

解体（※） ５分の４以内 １００万円 

※国土交通大臣が定める標準除却費から算出した解体工事費と申請のあった

解体工事に要する費用のうち、低い額を解体に要する費用として補助金の額

を算出する。 

 

  



別表第２（第７条、第９条関係） 

補助事業区分 添付書類 

建物状況調査 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 現況写真（日付のあるもの） 

(5) その他町長が必要と認めるもの 

手続き・相談 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 現況写真（日付のあるもの） 

(5) その他町長が必要と認めるもの 

家財整理 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 現況写真（日付のあるもの） 

(5) 残置物等の状況がわかる写真 

(6) その他町長が必要と認めるもの 

賃貸改修 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し（施工内

容及び積算内容を確認できるもの） 



(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 補助事業施工箇所現況写真（日付のあるもの） 

(5) 賃貸借契約書の写し 

(6) その他町長が必要と認めるもの 

解体 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書、その他の

補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人の場

合は当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し（施工内

容及び積算内容を確認できるもの） 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 補助事業施工箇所現況写真（日付のあるもの） 

(5) 補助事業を行う建設業者の建設業許可書又は建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２

３条第２項の規定による通知書の写し 

(6) その他町長が必要と認めるもの 

 

  



別表第３（第１０条関係） 

補助対象事業区分 添付書類 

建物状況調査 

(1) 補助事業に要した費用の領収書の写し 

(2) 調査技術者の登録証等の調査技術者であるこ

とがわかる書類の写し 

(3) 調査の報告書の写し 

(4) その他町長が必要と認めるもの 

手続き・相談 

(1) 補助事業に要した費用の領収書の写し 

(2) 弁護士又は司法書士の所属（法人名）、資格及

び氏名がわかる書類の写し 

(3) その他町長が必要と認めるもの 

家財整理 

(1) 補助事業に要した費用の領収書の写し 

(2) 空き家等の状況及び残置物等を処分したこと  

が確認できる書類 

(3) その他町長が必要と認めるもの 

賃貸改修 

(1) 補助事業に係る請負契約書の写し 

(2) 補助事業に要した費用の領収書の写し 

(3) 補助事業の完了が確認できる写真 

(4) その他町長が必要と認めるもの 

解体 

(1) 補助事業に係る請負契約書の写し 

(2) 補助事業に要した費用の領収書の写し 

(3) 補助事業の完了が確認できる写真 

(4) その他町長が必要と認めるもの 

  



様式第１号（第７条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

川島町長 あて 

 

（申請者）住  所             

   

氏  名             

   

電話番号             

   

川島町空き家等解消促進事業補助金の交付を受けたいので、川島町空き家等

解消促進事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により次のとおり申請しま

す。 

所 有 者 等 

住 所                         

氏 名                         

申請者との続柄 □本人 □その他（      ） 

対象空き家所在地 川島町 

規 模 延床面積     平方メートル ・ 階数   階 

申 請 事 業 

□建物状況調査 

□手続き・相談 

□家財整理 

□賃貸改修 

□解体 

誓 約 事 項 

申請者は暴力団員ではないことを誓います。 

 

氏名                 （自署） 

 ※添付書類 

１ 川島町空き家等解消促進事業実施計画書（様式第２号） 

 ２ 川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱別表第２に掲げる添付書

類（異なる補助事業を同時に申請する場合は対象書類全て）  



様式第２号（第７条関係） 

川島町空き家等解消促進事業実施計画書 

 

年  月  日  

 

１ 申請者 

氏 名  

住 所 
 〒 

 

電 話 番 号  

メールアドレス  

 

２ 空き家等解消計画の概要 

建 築 時 期      年  月頃建築 

空 き 家 期 間      年  か月程度 

解 消 手 法  □売却 □賃貸 □解体 □その他（    ） 

解消時期（予定）      年  月頃 

空き家バンク 
 □登録する  

□登録しない（理由：           ） 

事 業 費 

総事業費          円 

補助対象経費          円 

補助対象外経費          円 

交 付 申 請 額                      円 

  



様式第３号（第８条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金交付決定通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

     年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次の

とおり決定したので、川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱第８条の規

定により通知します。 

 

補 助 年 度                年度 

対象空き家所在地 川島町 

補助事業に要する費用 金           円 

交 付 金 額    金           円 

備 考  

  



様式第４号（第８条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金不交付決定通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

     年  月  日付けで申請のあった川島町空き家等解消促進事業

補助金については、次のとおり不交付と決定したので、川島町空き家等解消促

進事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

不交付の理由  

  



様式第５号（第９条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金変更承認申請書 

 

年  月  日  

 

川島町長 あて 

 

（申請者）住  所             

   

氏  名             

   

電話番号             

   

年  月  日付け   第    号で交付決定のあった補助

金について、次のとおり変更したいので、川島町空き家等解消促進事業補助金

交付要綱第９条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

所 有 者 

住所 

 

氏名 

対象空き家所在地 川島町 

変 更 の 内 容  

変 更 の 理 由  

添 付 資 料 
(1) 交付申請時の添付書類のうち、変更に係るもの 

(2) その他町長が必要と認める書類 

   



様式第６号（第９条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金交付変更承認通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

年  月  日付けで変更申請のあった補助金について、次のとお

り承認したので、川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱第９条第２項の

規定により通知します。 

 

当初交付決定年月日 
年  月  日 

第     号 

当初交付決定額    金           円 

変更交付決定額    金           円 

  



様式第７号（第９条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業中止届 

 

年  月  日  

 

川島町長 あて 

 

（申請者）住  所             

   

氏  名             

   

電話番号             

   

 

年  月  日付けで申請した事業につきまして、次のとおり中止

したいので、川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱第９条第２項の規定

により届け出ます。 

 

中止の理由 

 

  



様式第８号（第１０条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 

川島町長 あて 

 

（交付決定者）住  所         

       

氏  名             

   

電話番号             

   

 

      年  月  日付け    第    号にて補助金の交付の

決定を受けました補助事業が完了したので、川島町空き家等解消促進事業補

助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告しま

す。 

 

補助事業に要した費用     金           円 

交 付 決 定 額     金           円 

補助対象空き家の所在地  川島町 

補助事業完了日     年  月  日 

※添付書類 

川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱別表第３に掲げる添付書類（異

なる補助事業を同時に申請する場合は対象書類全て）  



様式第９号（第１１条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金交付額確定通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

年  月  日付けで交付を決定した補助金について、次のとおり

交付額を確定したので、川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱第１１条

の規定により通知します。 

 

交付決定額    金           円 

交付確定額    金           円 

備 考  

  



様式第１０号（第１２条関係） 

 

川島町空き家等解消促進事業補助金交付請求書 

 

年  月  日  

 

川島町長 あて 

 

（交付決定者）住  所         

       

氏  名             

   

電話番号             

   

 

      年  月  日付け   第   号にて補助金の交付の確定

を受けました川島町空き家等解消促進事業補助金について、川島町空き家等

解消促進事業補助金交付要綱第１２条の規定により下記のとおり請求しま

す。 

記 

１ 交付請求額               円 

２ 振込先 

金融機関名  本・支店名  

口座番号 普通・当座  

フリガナ  

口座名義  

  ※ 上記の内容がわかる預金通帳の写し等を添付してください。 

  



様式第１１号（第１３条関係） 

 

川島町空き家等解消等促進事業補助金交付決定取消通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

年  月  日付けで交付を決定した川島町空き家等解消等促進

事業補助金については、下記のとおり交付の決定を取り消しましたので、川島

町空き家等解消促進事業補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。 

 

記 

 １ 所有者氏名  

 

 ２ 所在地    

 

 ３ 取消理由   


